
研
究
の
築

駄
米
人
の
書
け
・
る
日
本
・
史
の
栞

（
第
三
回
）

第
二
も
通
史
の
部
（
績
）

　
　
㊨
　
マ
ー
ド
ツ
ケ
著
「
日
本
歴
史
」

　
　
　
軸
塑
簿
Φ
o
・
罵
賛
飾
8
F
寓
．
》
・
へ
へ
》
出
韓
。
受
。
暁

　
　
　
冒
も
磐
㌔
鴇
＜
o
磨
H
・
牢
○
讐
爵
o
O
筏
σ
q
窪
。
・
叶
。
穿
。

　
　
　
｝
一
，
三
巴
o
h
夢
の
℃
o
冨
＝
σ
q
二
窃
。
一
謬
畠
台
》
・
U
・

　
　
　
（
一
、
戸
琵
楠
珍
a
ぴ
団
夢
Φ
〉
。
。
㌶
ユ
。
　
G
o
o
鼠
Φ
蔓
　
o
h

　
　
　
冒
窟
釜
日
。
げ
団
ρ
6
一
P
）

　
曾
て
第
七
高
等
學
校
に
語
學
講
師
た
り
し
マ
ー
1
3
ツ
ク
．

氏
は
、
山
縣
五
十
里
民
を
助
手
ご
し
て
涜
聖
歴
史
を
四
二

よ
り
成
る
量
定
で
作
ら
れ
、
第
一
憲
は
右
に
掲
ぐ
る
國
初

　
　
　
第
七
巻
，
　
研
究
の
栞
　
　
殴
米
人
の
書
け
る
鷺
本
斑
の
栞
（
第
三
圃
）

激
讐
牧

健

二

よ
リ
ボ
声
ト
ガ
ル
人
來
朝
の
年
に
至
り
、
第
二
懇
は
其
年

よ
り
慶
安
四
年
に
及
び
、
第
三
窓
及
び
第
四
窓
は
之
を
承

け
ん
こ
す
る
も
の
で
、
始
め
の
二
懇
が
刊
行
せ
ら
れ
把
。

叢
に
は
第
一
憲
に
就
て
少
し
く
詳
細
に
述
べ
、
第
二
懇
は

時
代
史
の
際
に
説
明
す
る
。
第
一
総
は
大
本
で
紙
数
六
三

六
頁
に
亘
り
屡
々
西
洋
史
支
那
史
に
比
較
を
求
め
て
氏
の

有
せ
る
一
箇
の
日
本
史
論
を
述
べ
て
居
る
。

　
先
づ
緒
論
に
於
て
現
代
日
本
の
勃
興
は
之
を
臼
本
近
世

の
文
化
史
に
顧
み
る
ご
き
は
理
由
な
き
に
非
ざ
る
を
論
じ

て
（
悼
－
博
O
）
繊
く
、
十
七
世
紀
に
於
る
日
本
は
交
化
生
溝

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　

入
｝
（
二
五
三
）



　
　
　
第
七
巷
　
　
研
究
の
栞

の
凡
て
の
要
素
に
於
て
欧
洲
に
封
抗
し
得
る
に
足
る
も
の

で
あ
っ
た
が
、
徳
川
の
鎖
國
時
代
（
一
㊦
◎
o
N
一
一
G
o
α
も
ゆ
）
に
於
る

欧
洲
文
明
の
登
達
は
實
に
著
し
く
ペ
ン
二
号
征
の
際
其
部

下
の
者
等
に
は
日
本
人
は
不
思
議
な
絡
の
や
う
な
、
叉
甚

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

だ
難
儀
の
正
し
い
野
樽
入
の
如
く
に
思
は
れ
た
。
訣
黙
は

兎
角
目
に
附
き
易
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ペ
リ
ー
や
其
士

官
等
に
す
ら
奮
日
本
の
文
博
の
訣
黙
は
よ
く
眼
に
着
い
た

の
で
あ
る
が
、
獅
本
人
の
眞
の
カ
は
深
く
奥
に
潜
む
で
る

た
の
で
あ
る
。

　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
一
八
五
四
年
（
安
政
元
年
）
に
於
る
日
本
は
、
人
口
多
く

且
そ
れ
は
同
一
民
族
に
属
し
て
み
た
○
又
証
會
組
織
は
堅

實
安
固
で
あ
り
、
國
民
の
智
力
は
活
躍
し
て
み
た
。
當
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　
　
へ

日
本
人
が
受
け
て
み
た
讃
…
産
の
最
も
大
な
る
も
の
は
智
力

の
方
面
に
存
し
て
居
る
Q
徳
川
時
代
の
宋
學
は
、
歓
洲
中

量
の
煩
裟
哲
學
に
比
較
し
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
煩
環
哲

學
の
生
命
は
＝
ご
四
七
年
（
正
軍
二
年
）
細
身
の
ウ
イ
ジ
ア

ム
・
オ
ブ
・
オ
ツ
カ
ム
が
死
ん
だ
年
を
以
て
亡
び
た
が
、
　
一

緻
来
人
の
書
け
か
日
本
史
の
栞
（
第
三
圓
）

　
　
　
　
　
　
　
第
二
，
號
　
　

入
二
　
（
二
五
四
）

八
五
四
年
に
於
け
る
日
本
は
、
智
的
に
は
恰
も
此
の
ウ
ィ

リ
ア
ム
の
時
の
欧
測
に
當
っ
て
を
る
。
欧
洲
で
は
一
六
一

七
年
（
元
和
三
年
）
に
西
班
牙
の
ス
ァ
レ
ズ
が
死
諏
ま
で
、

煩
瑛
哲
學
は
妖
怪
の
如
く
徊
う
て
居
た
が
、
日
本
で
は
丁

度
笠
ハ
瞬
ハ
に
か
木
耳
が
一
勢
力
を
得
始
め
た
。
湘
膝
原
旧
魁
窩
（
一
五

〇
〇
一
一
ふ
ハ
一
〇
）
は
田
駅
…
洲
の
ギ
ル
バ
ー
ド
　
（
一
〇
〇
三

年
死
）
に
理
る
。
其
後
二
世
紀
宇
の
間
宋
學
が
榮
え
た
。

其
の
學
風
は
、
か
の
露
頭
學
者
が
聖
書
や
敷
父
や
ア
リ
ス

ト
ー
ト
ル
に
封
ず
る
や
う
に
、
支
那
學
説
に
追
随
し
だ
の

に
止
ま
る
Q
併
し
乍
ら
煩
預
哲
學
が
入
の
智
能
殊
に
理
性

の
母
野
を
適
し
π
こ
電
が
、
近
世
科
學
の
登
達
に
貢
献
し

π
や
う
に
、
日
本
に
於
け
る
宋
學
も
亦
、
日
本
入
の
心
意

を
亭
々
に
し
理
智
を
鏡
利
導
燈
な
ら
し
め
た
Q
宋
學
に
樹

し
て
陽
明
學
が
あ
り
、
其
外
に
紳
道
や
繭
學
も
あ
っ
た
。

此
等
の
學
問
に
依
っ
て
、
田
本
入
が
徳
川
時
代
に
智
的
に

敷
養
さ
れ
て
居
拠
こ
ご
は
、
や
が
て
次
の
時
代
に
日
本
が

驚
く
べ
き
磯
達
を
成
す
に
至
っ
た
原
因
で
あ
る
。



　
以
上
は
有
利
な
方
面
で
あ
る
が
、
一
入
五
四
年
に
於
け
　
　
外
野
ひ
ら
訟
ε
説
い
て
居
る
。
（
ゆ
O
l
し
。
ド
）

る
國
民
謡
帳
の
借
方
を
見
る
に
第
一
に
日
本
は
貧
弱
で
あ
　
　
　
濁
れ
よ
り
日
本
歴
史
の
時
代
隔
分
に
論
及
し
た
（
に
一

つ
π
。
農
業
國
で
あ
っ
て
製
造
業
は
手
工
業
で
あ
っ
て
振
　
　
こ
。
○
）
足
利
時
代
は
從
無
謬
路
に
扱
は
れ
て
居
る
け
れ
ご
も

は
な
か
っ
た
、
然
る
に
欧
洲
近
世
に
孕
る
工
業
の
登
達
は
　
　
歴
史
研
究
上
無
領
値
な
時
代
で
は
な
い
。
土
地
附
き
の
農

極
め
て
顯
著
で
富
ぽ
大
に
増
大
し
て
み
だ
。
日
本
人
は
西
　
　
奴
制
度
（
℃
「
Φ
臼
巴
ω
①
＆
0
8
）
が
全
く
打
破
さ
れ
た
の
は
、

洋
文
明
を
學
ぶ
に
驚
く
べ
き
能
力
あ
る
を
示
し
た
が
、
貧
　
　
＝
ご
三
八
ビ
一
五
五
〇
年
の
間
で
あ
る
。
絡
書
藝
術
の
大

書
で
あ
る
爲
め
大
に
苦
し
ん
だ
。
第
二
の
不
利
盆
は
政
治
　
　
な
る
猿
逮
が
あ
っ
た
の
も
此
時
代
で
、
隊
洲
に
於
け
る
ご

組
織
に
存
し
て
み
た
Q
日
本
の
封
建
制
度
は
一
入
五
四
年
　
　
時
代
を
同
う
し
又
相
似
て
居
る
Q
海
外
貿
易
の
螢
達
し
た

幽
に
は
不
必
要
で
之
を
壌
棄
す
る
の
必
要
あ
る
迄
に
存
績
し
　
　
る
も
此
時
代
で
あ
る
。
更
に
西
洋
ご
相
似
た
る
重
要
な
こ

す
ぢ
て
居
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
は
、
中
世
の
イ
タ
リ
レ
の
共
和
都
市
に
似
た
や
う
な
唯
・

　
著
者
は
凡
そ
右
の
如
く
述
べ
た
る
後
、
現
時
の
日
本
文
　
　
　
一
つ
の
例
が
、
此
時
代
の
絡
に
堺
市
に
於
て
見
ら
る
、
の

化
は
相
當
聰
明
な
る
西
洋
入
で
す
ら
よ
く
言
ふ
如
く
、
表
　
　
で
あ
る
（
に
⑪
）
。
次
に
時
代
逼
野
上
注
意
す
べ
き
は
、
　
一
五

百
的
な
，
一
夜
漬
け
の
摸
倣
　
（
・
。
も
Φ
臨
。
巨
　
磐
瓢
　
融
亀
⑰
　
四
二
年
西
洋
人
が
初
め
て
日
本
に
來
り
て
よ
り
、
一
六
一

．
牽
ご
騨
蝕
9
牝
、
）
で
は
無
く
、
今
日
な
ほ
古
來
よ
り
の
家
族
　
　
六
年
徳
川
氏
が
大
阪
町
に
勝
利
を
博
す
る
ま
で
の
時
代
は

制
度
を
維
持
し
、
又
明
治
時
代
に
探
思
し
た
行
政
組
織
は
　
　
七
十
五
年
間
の
短
時
期
で
は
あ
る
が
極
め
て
活
濃
な
重
要

十
一
世
紀
か
十
二
世
紀
前
に
日
本
で
既
に
行
は
れ
て
居
淀
　
　
な
る
盛
逮
が
行
は
れ
、
且
叉
日
本
人
の
記
録
が
信
用
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
も
　
ヘ
　
へ

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
忍
法
の
時
勢
に
復
活
し
た
の
に
　
　
に
足
る
同
時
代
の
西
洋
入
の
記
録
に
よ
つ
て
謹
明
さ
れ
た

　
　
　
第
七
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
歓
氷
人
の
霊
け
る
欝
本
史
の
粟
（
第
三
画
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
入
三
　
（
二
五
五
）



　
　
　
第
七
雀
　
　
研
究
の
栞
　
　
殿
米
人
の
書
け
る
臼
本
籍
の
栞
（
第
三
圓
）

り
、
排
斥
さ
れ
だ
り
、
補
充
さ
れ
た
り
す
る
こ
ご
の
有
り

得
る
殆
ん
ご
唯
一
の
時
期
で
あ
る
か
ら
、
之
を
一
時
代
ご

し
て
認
め
て
よ
い
ご
説
い
た
（
ゆ
“
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
日
本
史
研
究
の
資
料
と
し
て
は
、
・
氏
は
外
國
の
資
料
の

債
値
が
大
な
る
こ
ご
を
蓮
ぺ
、
臼
本
の
資
料
は
信
用
出
來

兼
ぬ
る
ご
思
っ
て
居
る
や
う
に
見
ゆ
・
る
Q
例
へ
ば
田
沼
意

次
が
開
國
意
見
を
有
し
て
居
た
こ
ご
が
、
其
晴
殺
さ
れ
π

理
由
な
る
こ
と
は
チ
チ
ン
グ
（
討
議
讐
σ
q
ど
に
見
ゆ
る
が
、

こ
れ
は
開
國
史
の
研
究
上
極
め
て
重
要
な
る
こ
ご
な
る
に

拘
ら
す
、
日
本
の
資
料
に
は
見
附
ら
濾
。
若
し
智
力
め
り

且
信
ず
る
に
足
る
西
洋
人
が
悔
當
時
丁
度
日
本
に
在
も
’
、

之
を
報
滋
す
る
こ
ご
が
無
か
っ
た
な
ら
、
斯
か
る
進
歩
し

た
實
際
上
の
政
治
意
見
が
、
既
に
早
く
も
一
七
入
四
年
に

存
し
て
居
た
こ
言
ふ
様
な
重
要
な
事
で
も
、
全
く
傳
へ
ら

れ
な
い
で
絡
つ
た
で
あ
ら
う
ご
言
っ
て
居
る
（
ゆ
り
）
o

　
本
論
は
二
十
章
に
分
た
れ
て
居
っ
て
、
大
化
改
新
以
前

を
次
の
四
章
こ
な
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
儂
剛
　
二
　
號
　
　
　
　
八
囚
　
　
（
二
五
占
ハ
）

　
一
、
前
史
の
臓
本
（
摩
・
叶
・
｛
誘
け
g
。
ぢ
電
卍
）

　
二
、
傳
説
の
日
本
（
ピ
。
σ
q
曾
紆
曲
智
℃
§
）

　
三
、
や
ま
ε
時
代
（
○
δ
磯
ρ
ヨ
暮
9
（
も
Q
＞
・
ご
・
一
い
い
。

　
　
　
｝
U
・
）

　
四
、
や
ま
ご
時
代
（
（
）
群
鳥
ノ
凶
9
鋤
ド
一
叶
○
）
（
雛
。
》
・
U
噂
1
ひ
心

　
　
　
》
b
●
）

　
へ
　
　
あ
　
　
も
　
　
あ
　
　
へ

　
前
史
の
日
本
は
支
那
及
び
朝
鮮
古
代
の
日
本
記
事
や
考

古
學
で
、
日
本
の
國
初
の
状
態
を
知
ら
ん
ε
し
π
も
の
で

あ
る
が
、
大
部
分
日
本
民
族
の
成
立
に
つ
い
て
述
べ
た
も

の
で
あ
る
。
初
め
南
朝
鮮
に
馬
韓
辰
韓
弁
韓
の
三
國
が
在

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
た
が
、
此
の
韓
族
は
種
々
の
黙
よ
う
考
察
し
て
、
疏
球

薩
摩
、
及
び
他
の
南
九
州
の
住
民
ご
同
一
の
種
族
に
属
す

る
も
の
で
あ
る
。
土
ハ
に
マ
レ
ー
族
か
又
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ァ

ン
族
に
薦
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
韓
族
が
朝
鮮
語
の

基
礎
成
分
を
供
給
せ
る
如
く
、
琉
球
及
九
州
の
人
民
も
近

世
の
日
本
語
の
要
素
を
提
供
し
た
。
更
に
彼
等
は
日
本
の

皇
室
及
貴
族
及
支
配
階
級
の
多
く
の
部
分
を
成
す
も
の
で



あ
る
（
Q
。
α
）
o
初
め
欝
本
の
土
地
に
は
黒
龍
江
の
方
面
よ
リ
　
　
ゥ
ル
じ
國
を
建
て
π
フ
ラ
ン
ク
族
ご
、
其
後
三
百
年
に
し

南
下
し
た
ア
イ
ヌ
入
が
居
た
が
、
之
が
先
づ
出
雲
に
國
を
　
　
て
シ
ヤ
ー
レ
マ
ニ
ウ
の
傘
ひ
た
同
胞
に
依
っ
て
征
服
せ
ら

な
し
だ
朝
鮮
の
移
心
民
に
依
っ
て
侵
さ
れ
た
○
此
移
住
民
　
　
れ
カ
ド
イ
ッ
の
森
に
残
り
し
チ
ュ
ー
ト
ン
族
こ
の
閥
係
の

は
支
那
人
で
め
つ
て
一
時
南
朝
鮮
に
止
ま
っ
た
も
の
で
あ
　
　
如
き
も
の
が
あ
る
。
（
鳶
i
蟄
）
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
へ

る
。
然
る
に
他
方
南
九
州
へ
は
出
雲
の
建
國
よ
り
も
遙
に
　
　
　
傳
説
の
日
本
で
は
古
事
記
日
本
書
紀
を
批
判
し
つ
、
王

早
一
、
初
め
愛
護
族
ご
云
は
れ
後
に
隼
入
ご
呼
ば
れ
た
侵
　
古
史
を
説
か
ん
ご
し
た
。
古
事
記
及
び
日
本
書
紀
は
、
大

入
者
が
南
方
か
ら
來
た
。
そ
し
て
其
一
涙
は
朝
鮮
の
南
西
　
　
化
改
新
以
後
皇
室
の
紳
統
π
る
こ
ご
を
要
求
す
る
甚
だ
都

部
へ
來
π
。
フ
ル
バ
ー
ト
氏
（
鎖
三
9
5
の
説
で
は
こ
の
　
　
合
よ
き
叉
甚
だ
骨
力
の
あ
る
武
器
こ
し
て
政
治
上
の
目
的

朝
鮮
南
西
部
の
人
民
は
北
方
よ
り
來
ら
す
南
方
よ
）
当
る
　
　
の
爲
め
に
作
ら
れ
た
（
ま
一
α
ゴ
。
殊
に
大
和
ビ
九
州
及
出

ぐ
」
言
ふ
。
彼
の
支
那
か
ら
南
鮮
に
計
れ
る
人
民
は
一
時
此
　
　
雲
の
結
合
に
つ
い
て
、
藁
家
の
統
一
に
都
合
の
よ
い
や
．
う

朝
鮮
の
熊
襲
族
の
國
に
居
っ
た
も
の
で
、
文
化
に
於
て
は
　
　
な
傳
統
の
統
…
が
行
は
れ
た
が
、
日
本
書
紀
は
古
事
記
よ

彼
等
を
戚
化
し
た
が
、
人
数
の
少
い
た
め
言
語
は
熊
襲
語
　
　
う
も
こ
の
事
に
閥
し
て
一
層
多
く
の
注
意
を
彿
ろ
て
居
る

を
使
ふ
や
う
に
な
り
、
そ
れ
か
ら
出
雲
へ
來
た
の
で
あ
る
。
　
大
和
征
伐
に
於
て
饒
寧
日
命
の
話
は
古
事
記
に
は
之
を
墾

一
方
九
州
の
熊
襲
は
次
第
に
ア
イ
ヌ
の
土
地
を
侵
略
し
マ
ハ
　
照
せ
る
に
過
ぎ
露
の
に
、
類
本
書
紀
に
は
九
州
よ
も
摩
れ

禺
語
族
ε
相
璽
つ
た
が
、
途
に
大
和
に
移
住
し
て
出
雲
族
　
　
る
征
服
者
が
中
部
日
本
を
統
治
す
る
こ
ご
の
正
當
な
る
を

．
を
征
服
し
た
。
此
後
此
の
大
和
へ
來
た
熊
襲
ご
九
州
に
襲
　
　
説
く
用
に
供
し
て
居
る
。
更
に
景
行
天
皇
の
九
州
遠
征
、

れ
る
熊
襲
ご
　
關
係
は
、
恰
も
ク
質
ー
ビ
ス
の
時
代
に
ガ
　
　
日
本
武
尊
の
九
州
征
服
、
仲
哀
天
皇
の
能
…
襲
征
伐
、
紳
功

　
　
　
第
七
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
緻
来
入
の
書
け
ろ
日
本
吏
の
栞
（
第
三
劉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
入
五
　
（
二
五
七
）



静
坦
七
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
富
来
人
の
書
け
ろ
臼
本
拠
の
栞
ハ
第
三
眠
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
入
六
　
（
二
五
入
）

皇
后
の
熊
襲
懲
治
の
四
つ
の
出
摩
事
も
斯
る
計
蚕
の
爲
に

用
ゐ
ら
れ
て
居
る
。
（
O
・
ド
ー
9
）

　
記
紀
は
同
時
代
の
支
梯
の
親
椀
ご
矛
盾
す
る
所
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
編
纂
の
昌
的
が
正
し
い
貴
徳
を
書
く
ビ
云
ふ

こ
ご
を
左
程
重
ん
じ
て
居
な
か
っ
た
当
然
の
結
果
で
あ
る

（
ま
1
麟
こ
。
）
日
本
書
紀
は
殊
に
文
飾
の
弊
が
あ
る
。
こ
れ
は

若
し
編
纂
者
が
軍
に
日
本
の
史
實
を
書
く
に
支
那
の
文
章

を
以
て
す
る
の
な
ら
ば
、
ム
ー
臼
の
學
者
が
不
満
の
戚
を
懐

く
を
要
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
彼
等
は
大
駆
に
も
、
支
那

の
重
な
る
史
籍
よ
り
立
派
な
文
章
を
倫
ん
で
、
無
垢
軍
純

な
る
租
先
の
口
よ
り
出
で
た
る
も
の
で
あ
る
こ
な
し
、
恰

も
ト
ロ
イ
の
虚
幻
に
ア
ソ
ス
ト
ー
ト
ル
を
引
用
し
た
シ
エ

キ
ス
ピ
ヤ
ー
の
ヘ
ク
タ
ー
を
聯
想
せ
し
め
る
や
う
な
こ
ご

を
越
し
た
（
渇
一
丁
）
。
其
事
も
著
し
い
例
は
安
閑
天
皇
元

年
（
五
三
四
年
）
の
認
勅
が
、
大
部
分
梁
朝
の
記
録
よ
り
倫

ま
れ
て
居
る
こ
ご
で
め
る
。
（
O
こ
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ

　
次
に
氏
族
制
度
に
就
て
は
部
の
こ
ざ
を
論
じ
て
居
る
。

部
（
σ
q
δ
毛
亀
8
壱
。
蒙
…
9
μ
）
が
何
で
あ
る
か
は
不
明
な

黙
が
多
い
o
o
㌶
昌
ε
か
　
⑩
二
昌
山
　
ご
か
謬
さ
れ
る
が
爾
…
者

ご
は
異
な
る
、
五
世
紀
の
も
の
は
ロ
ー
マ
の
累
ρ
三
9
貯
鼻

H、

?
。
毒
Q
。
獅
し
Q
♂
嘉
島
｝
》
0
2
ρ
』
な
ざ
に
略
々
當
る
も
の
が

あ
る
（
り
。
。
）
。
天
皇
は
祭
瀧
外
交
裁
割
の
三
つ
の
特
樺
に
依

っ
て
意
力
を
加
へ
た
が
、
氏
族
の
土
地
の
没
牧
や
、
裁
制

の
報
酬
こ
し
て
土
地
を
得
る
こ
ご
の
外
に
、
部
を
建
て
る

こ
ご
に
依
っ
て
領
地
を
櫃
張
し
π
（
譲
細
i
ψ
。
。
）
。
　
部
に

は
地
方
的
の
も
の
も
あ
り
全
目
的
の
も
の
も
あ
る
（
子
代
、

名
代
）
。
部
の
長
は
世
襲
的
で
め
る
が
元
來
は
天
皇
に
よ
っ

て
任
命
さ
れ
、
國
造
ご
名
を
列
ね
ら
れ
、
あ
る
者
は
臣
連

に
せ
ら
れ
、
あ
る
者
は
氏
族
の
長
ビ
な
っ
た
者
が
あ
る
。

又
嘗
時
交
通
が
困
難
で
あ
っ
淀
の
で
、
遠
隔
地
の
件
造
は

自
圭
的
な
領
主
ご
な
っ
た
や
う
で
あ
る
へ
二
一
δ
ご
、
　
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

く
て
「
や
ま
ド
こ
盛
代
に
は
氏
族
制
度
へ
包
§
芝
も
・
冨
8
）
ご

も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
へ

部
族
制
度
（
駐
○
戸
も
。
『
。
0
6
0
引
立
o
p
超
簿
。
旨
）
ご
．
の
二
つ

の
斌
會
組
織
が
あ
っ
て
。
或
部
分
で
は
封
抗
し
、
或
部
分
で



は
補
充
し
つ
、
、
互
に
入
れ
鞭
っ
て
る
た
こ
ご
を
知
る
で
　
　
き
聖
恩
で
あ
る
が
、
改
新
以
後
の
王
朝
時
代
に
就
い
て
は

あ
ら
う
。
氏
族
の
首
里
が
同
時
に
部
族
の
首
長
で
あ
っ
た
　
　
支
那
の
制
度
及
思
想
ご
日
本
の
墨
黒
及
慣
習
こ
の
關
係
を

こ
ご
は
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
に
は
部
族
の
首
長
ほ
氏
族
　
　
述
べ
て
居
る
。

の
首
旗
に
謝
曝
し
て
居
っ
て
、
貴
族
或
は
寧
ろ
紳
士
階
級
　
　
　
支
那
で
は
官
吏
ご
農
民
ビ
の
二
大
階
級
が
あ
っ
た
が
、

（
⑳
窪
＃
さ
の
や
う
な
も
の
ξ
し
て
勢
力
を
有
し
て
み
た
の
　
　
官
吏
は
生
れ
乍
ら
に
し
て
貴
族
の
家
よ
り
出
つ
る
こ
ご
を

で
あ
る
。
（
δ
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
要
し
な
い
。
所
謂
王
侯
將
相
種
は
定
ま
っ
て
居
な
い
。
試

　
日
本
の
上
古
に
は
封
建
制
度
あ
り
た
り
ご
は
言
ひ
粂
濾
　
　
験
に
及
弟
す
れ
ば
農
民
の
子
弟
略
官
吏
ε
な
り
得
た
。
然

る
、
同
時
代
の
欧
洲
に
於
け
る
ガ
ウ
ル
、
ウ
エ
ー
ル
ズ
、
　
　
る
に
日
本
は
支
那
の
官
吏
登
用
制
度
を
探
饗
す
る
に
努
め

及
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ケ
ル
ト
の
氏
族
が
之
に
近
似
し
て
　
　
た
も
の
、
、
支
那
に
於
け
る
ご
は
全
く
異
な
り
て
、
改
新

み
る
。
併
し
ケ
ル
ト
族
の
場
合
程
領
地
の
上
に
於
て
、
領
　
　
以
前
の
氏
族
部
族
の
長
が
官
吏
に
せ
ら
れ
、
又
大
學
國
學

主
ご
人
民
こ
の
關
係
が
封
建
的
で
は
な
か
っ
た
。
（
㊤
♪
霧
　
　
は
収
算
す
る
學
生
の
数
が
少
く
且
殊
に
甚
だ
貴
族
的
で
あ

一
ゆ
刈
）
日
本
書
紀
の
諸
々
の
記
事
に
よ
っ
て
、
氏
族
は
軍
　
　
つ
だ
。
そ
こ
で
叢
に
新
な
る
支
配
階
級
を
生
じ
だ
Q
臼
本

に
土
地
に
封
し
て
優
越
灌
を
有
す
る
の
み
な
ら
す
、
實
に
　
　
で
は
王
侯
將
相
に
種
が
あ
る
次
第
と
な
っ
た
。
（
δ
α
1
罵

土
地
の
所
有
者
（
暮
ω
。
回
暮
Φ
。
≦
濤
5
で
あ
っ
た
こ
言
ふ
フ
　
　
b
、
）

ロ
レ
ン
助
氏
の
所
説
は
、
支
持
せ
ら
れ
る
。
而
し
て
當
時
　
　
　
更
に
支
那
で
は
導
者
（
蜀
2
9
ε
が
、
自
已
の
利
害
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

天
皇
は
最
大
の
地
主
で
あ
っ
た
。
（
雪
）
　
　
　
　
　
　
　
　
い
て
屡
々
有
力
な
團
膿
を
作
り
窃
之
を
輕
ん
じ
た
り
怒
ら

　
大
化
改
新
以
前
に
重
し
て
注
意
を
惹
い
た
の
は
右
の
如
　
　
せ
た
り
す
る
ご
甚
だ
面
倒
で
あ
っ
た
が
、
日
本
に
は
斯
か

　
　
　
第
七
巷
　
　
研
究
の
栞
　
　
漱
米
人
の
書
け
る
日
本
史
の
栞
（
第
三
厄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
貌
　
　
　
入
七
　
（
二
五
九
）



第
七
怒
　
　
研
究
の
栞
　
　
鰍
米
人
の
霧
け
ろ
日
本
史
の
栞
（
第
三
圃
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
入
八
　
（
二
六
〇
）

る
急
送
は
な
か
っ
た
。
日
本
で
朝
廷
の
門
閥
に
依
ら
す
に

主
こ
し
て
意
識
に
依
っ
て
、
大
臣
の
如
き
高
官
に
つ
き
得

た
も
の
濾
吉
備
花
蕊
、
菅
原
滋
眞
、
及
び
藤
原
在
衡
の
三

人
の
み
の
で
あ
っ
た
。
減
れ
支
那
ご
大
に
異
な
る
所
で
あ

る
Q
二
謡
）

　
更
に
又
支
那
の
皇
帝
は
徳
（
＜
…
憎
ε
o
）
に
依
っ
て
其
の
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

位
を
保
つ
も
の
で
あ
る
が
、
此
の
徳
治
主
義
（
．
．
＜
簿
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

警
8
覧
”
）
は
日
本
に
如
何
に
影
響
し
た
か
。
此
の
思
想
の

始
め
て
見
え
た
の
は
、
聖
徳
太
子
の
所
謂
憲
法
で
あ
る
。

大
化
改
新
以
後
は
か
、
る
思
想
を
見
は
す
言
葉
は
屡
々
見

は
れ
た
。
併
し
日
本
で
は
、
支
那
に
撃
て
徳
治
主
義
思
想

に
基
い
て
具
認
し
て
み
た
革
命
や
王
朝
の
更
替
が
起
ら
す

し
て
、
皇
統
は
一
定
し
王
朝
は
只
一
心
あ
る
の
み
。
徳
治

ま
義
ざ
言
ふ
こ
ε
は
、
統
治
者
の
品
格
を
弛
む
る
一
つ
の

装
飾
に
過
ぎ
な
い
こ
ご
、
な
つ
だ
。
（
、
。
。
…
回
諺
）

　
貨
幣
の
鋳
造
は
九
五
入
年
を
以
て
止
み
、
そ
れ
よ
b
六

世
紀
の
間
貨
幣
が
鋳
造
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
貨
幣
の
原
料

た
る
銅
の
供
給
は
十
世
紀
の
落
毛
に
絶
え
た
や
う
で
あ
る

か
く
金
事
貨
幣
白
文
の
持
績
を
困
難
な
ら
し
め
た
原
因
は

寺
院
の
梵
鐘
や
佛
像
を
作
る
の
に
多
く
の
金
々
を
消
耗
し

た
こ
ご
で
あ
る
。
（
日
〇
一
）

　
徳
川
時
代
に
武
士
は
忠
嚢
を
第
一
の
徳
こ
な
し
て
居
た

が
、
國
民
の
二
十
分
の
十
九
ま
で
を
占
む
る
庶
民
の
聞
に

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

は
、
忠
義
よ
b
も
孝
行
が
重
な
る
徳
ざ
見
越
さ
れ
て
居
た

そ
し
て
此
の
孝
行
の
徳
は
武
士
階
級
の
処
る
以
前
に
於
て

は
、
凡
て
の
階
級
を
逼
じ
て
最
も
重
ん
せ
ら
れ
て
居
た
徳

で
あ
る
。
9
譲
i
悼
O
α
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

　
次
に
李
安
時
代
に
學
呑
め
る
諸
悪
（
目
お
ピ
舞
誓
。
集

図
導
℃
2
。
至
ご
云
ふ
一
章
を
設
け
て
み
る
が
、
嵯
峨
、
淳

和
．
仁
明
の
高
評
を
指
す
。
此
の
三
帝
が
支
那
の
流
風
に

傲
ひ
、
殊
に
支
那
の
文
學
に
心
疑
し
た
こ
ご
は
、
皇
位
σ

勢
力
を
維
持
す
る
に
必
要
な
る
…
最
大
の
利
得
を
失
っ
た
原

因
で
あ
る
○
地
点
朝
に
於
い
て
學
問
が
奨
働
せ
ら
れ
、
學
問

あ
乃
二
期
が
高
官
に
登
用
さ
れ
た
例
は
多
い
。
併
し
當
時



一
般
に
貴
ば
れ
た
の
は
、
垢
濾
け
が
し
た
ε
か
品
が
よ
い
　
　
中
央
の
交
治
政
府
は
奇
妙
に
も
伺
ほ
二
世
紀
の
間
門
か
さ

ε
か
形
が
整
っ
て
み
る
こ
か
言
ふ
こ
ε
で
、
思
想
そ
の
も
　
　
る
、
こ
ご
な
く
、
織
後
二
世
紀
宇
に
し
て
封
建
政
治
の
基

の
は
輕
増
せ
ら
れ
凡
て
は
塞
虚
な
る
敷
養
で
あ
っ
た
。
然
　
　
礎
が
立
て
ら
れ
た
G
實
に
藤
原
氏
の
榮
華
は
將
門
の
餓
後

る
に
當
時
地
方
に
關
す
る
各
般
の
政
務
に
は
、
信
用
あ
る
　
　
に
起
り
、
九
九
五
年
よ
り
一
〇
六
九
年
に
及
ん
だ
。
此
の

才
幹
を
用
ひ
て
強
嗣
な
る
中
央
政
治
を
な
す
こ
ざ
が
必
要
　
　
事
情
の
説
朋
は
、
少
く
ご
も
、
遡
り
亙
れ
る
武
家
が
相
互

で
あ
っ
た
め
に
、
　
こ
の
三
帝
の
世
に
は
、
　
太
政
大
臣
　
　
に
孚
つ
た
の
こ
、
有
力
な
武
將
を
味
方
こ
す
る
広
を
怠
ら

ハ
9
窪
8
，
す
。
h
笛
・
甥
ヨ
落
丁
。
）
一
人
も
な
く
、
入
三
三
　
　
な
か
っ
た
藤
原
民
の
巧
み
な
政
賂
ε
に
、
求
む
べ
き
で
あ

年
天
長
十
年
）
ま
で
左
右
爾
大
距
の
中
が
一
人
の
み
存
し
　
　
る
。
（
も
つ
ま
）

又
時
に
は
二
年
間
三
大
臣
を
敏
い
た
こ
ご
す
ら
あ
る
。
然
　
　
　
中
世
の
封
建
制
度
に
就
て
は
、
凡
そ
次
の
や
う
な
黙
が

も
此
等
の
天
皇
は
桓
武
の
如
く
英
明
で
な
く
文
飾
の
弊
に
　
　
注
意
す
べ
き
所
説
ε
思
は
る
。

陥
り
、
そ
こ
で
中
央
の
政
治
が
衰
へ
た
が
、
法
の
弛
緩
す
　
　
　
大
化
改
新
に
依
っ
て
野
曝
し
た
支
那
法
制
の
臼
的
は
、

る
に
乗
じ
て
荘
園
が
塘
加
し
た
。
（
旨
。
。
一
器
一
）
　
　
　
　
　
封
建
制
度
を
歴
へ
て
再
嚢
を
防
ぐ
こ
ご
に
存
し
て
居
る
が

　
桓
武
天
皇
の
燈
よ
り
軍
人
の
階
級
が
一
定
さ
れ
た
が
、
　
　
大
化
改
新
の
問
題
は
馬
族
制
度
の
磨
止
で
あ
っ
た
。
そ
し

其
の
源
を
質
せ
ば
大
化
以
前
の
地
方
豪
族
　
（
8
＝
三
受
　
　
　
て
腰
止
の
跡
は
魁
會
組
織
が
塞
歪
な
も
の
ε
な
っ
て
、
其

σq

E
¢
団
）
が
、
國
司
や
那
司
等
を
世
襲
し
た
も
の
の
一
族
　
　
庭
へ
封
建
制
度
の
悪
書
淋
が
入
り
込
む
で
以
た
9
（
｛
霞
一

で
あ
る
（
b
つ
ち
一
襲
O
）
。
彼
等
は
地
方
で
勢
力
を
得
、
閣
束
　
　
］
⑦
ぴ
）
特
権
的
武
士
階
級
は
封
建
制
度
の
産
物
で
あ
っ
て
マ

に
て
は
豊
門
の
観
が
超
る
に
至
っ
た
。
（
凶
ひ
凶
ー
ー
団
ぴ
O
）
併
し
　
　
日
本
の
封
建
制
度
の
爽
現
は
．
激
洲
に
於
け
る
ご
時
代
を

　
・
　
第
七
巷
　
　
研
究
の
栞
　
　
由
来
人
の
書
け
る
目
本
吏
の
栞
（
第
三
賦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
入
九
　
（
二
六
一
）



第
七
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
敵
来
人
の
書
け
る
日
本
史
の
栞
（
第
三
圓
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
九
〇
　
（
二
六
二
）

同
ふ
し
且
同
慌
な
原
因
か
ら
処
つ
た
◎
（
恩
讐
荘
園
に
就

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

て
は
第
七
章
桓
武
天
皇
元
亨
4
証
本
の
封
建
制
度
に
於
て

注
意
す
べ
き
現
象
は
、
行
政
蓬
土
地
領
有
の
椹
利
ビ
が
混

濡
し
た
こ
ご
で
あ
る
。
へ
夢
0
8
野
里
9
μ
o
h
焦
目
曇
葺
婆
①

鼠
夢
℃
δ
ヨ
簿
ρ
蔓
ユ
⑳
江
・
・
）
清
盛
の
一
族
が
得
た
三
十
の

國
司
職
の
如
き
も
封
建
的
な
領
國
の
萌
芽
を
な
す
も
の
で

あ
る
（
。
。
O
り
）
。
清
盛
は
多
く
の
功
田
を
與
へ
ら
れ
た
が
、
公

家
の
得
た
功
田
ビ
蓬
っ
て
面
蹟
が
甚
だ
書
く
、
又
藤
原
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
荘
園
ご
蓮
っ
て
家
事
た
る
武
士
の
間
に
此
等
の
領
地
が

分
ち
與
へ
ら
れ
陀
の
で
あ
る
（
も
⇔
霞
i
q
Q
峯
）
。
頼
朝
が
百
方

努
力
し
て
憲
法
上
の
手
績
を
経
て
上
皇
よ
ウ
得
π
る
も
の

は
、
土
地
で
は
な
く
て
行
政
上
の
特
樺
で
あ
っ
だ
。
軍
入

階
級
の
中
恐
く
は
約
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
上
に
行
使
す
る

行
政
の
特
灌
を
得
た
の
で
あ
る
（
・
。
雪
一
望
O
。
。
）
。
さ
れ
ば
文

治
の
地
頭
（
一
騎
昌
島
　
ω
紳
O
タ
、
帥
月
島
）
は
こ
の
行
政
上
の
官
吏
で
あ

っ
た
が
、
承
久
の
地
頭
に
至
っ
て
は
更
に
土
地
領
有
の
灌

利
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
・
呂
O
）
西
洋
入
が
頼
朝
は
守

護
（
ン
Φ
一
σ
q
び
O
O
山
風
P
ぴ
δ
）
を
全
國
に
置
い
た
や
う
に
書
い
て

居
る
の
は
誤
り
で
あ
る
Q
頼
朝
は
此
を
な
す
灌
利
を
得
た

が
全
國
六
十
六
州
何
れ
に
も
之
を
置
い
た
の
で
は
無
い
。

（しQ

pQ

ﾌ
）
守
謹
の
地
位
は
二
面
的
で
あ
っ
て
、
其
の
國
に
於

て
己
の
部
下
ご
領
地
ご
を
有
す
る
領
主
た
る
ご
共
に
、
又

將
軍
の
封
蝋
を
ジ
く
る
役
人
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
此
の
地

位
を
利
用
し
て
次
第
に
領
地
を
作
っ
た
。
（
α
雪
）
戦
國
時

代
（
団
℃
。
畠
O
h
蟄
。
を
鴛
碁
南
∩
。
二
客
受
）
に
至
っ
て
、
諸

大
名
は
自
己
の
領
地
に
法
を
作
っ
て
強
行
し
領
民
に
税
を

徴
し
．
醤
軍
に
属
し
て
は
税
を
納
め
ぬ
の
み
か
「
封
建
的

甚
助
」
を
も
與
へ
す
又
將
軍
の
許
可
な
く
し
て
相
箏
つ
た

そ
し
て
彼
の
領
地
に
て
家
凍
に
土
地
封
禅
を
輿
へ
、
家
來

は
之
に
酬
ふ
る
に
忠
誠
を
以
て
し
、
之
等
の
家
家
の
中
大

な
る
看
は
更
に
陪
臣
（
撃
守
す
藁
履
O
曙
）
を
有
し
た
。
約
言

せ
ば
臼
本
の
封
建
制
度
が
蕪
に
完
全
に
襲
達
す
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。
’
（
畠
O
）

　
な
ほ
、
次
の
や
う
な
諸
黙
も
西
洋
人
の
槻
察
ビ
し
て
面



　
丸
い
ご
思
は
る
、
箇
所
で
あ
る
Q
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恵
に
浴
し
て
居
た
○
吾
等
は
あ
る
有
名
な
吏
家
よ
り
、
一
二

　
　
日
本
で
は
島
民
中
の
英
雄
は
最
高
の
地
位
（
師
ち
皇
位
）
　
　
一
四
年
乃
至
一
二
入
六
年
間
は
ス
コ
ソ
ト
ラ
ン
ド
の
黄
金

　
に
是
く
二
こ
な
し
。
清
盛
、
頼
朝
、
偉
氏
、
信
長
、
秀
吉
　
　
時
代
で
あ
る
ご
言
は
れ
、
又
他
の
史
家
に
よ
り
て
、
第
一

　
家
康
等
何
れ
も
認
り
。
大
化
改
新
を
な
し
た
中
大
兄
皇
子
　
　
十
字
軍
が
始
ま
る
ま
で
の
十
六
年
聞
（
｝
二
五
四
一
＝
一

　
が
皇
位
に
帥
い
た
の
は
一
つ
の
例
外
で
あ
る
。
（
凸
も
Q
）
天
　
七
〇
）
に
亙
る
ル
イ
九
世
の
治
世
の
如
き
も
の
は
、
欧
洲

　
　
　
　
　
　
キ
サ
キ

　
皇
は
多
く
の
后
を
有
ら
せ
ら
る
、
が
、
是
れ
皇
位
の
絶
た
　
　
に
其
例
な
し
と
言
は
る
、
所
で
み
る
が
、
中
世
の
日
本
で

　
ざ
る
一
原
因
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
あ
ら
ば
頂
洋
で
も
王
位
　
　
は
一
人
の
統
治
者
の
み
で
な
く
、
累
代
の
統
治
者
が
右
の

　
の
絶
た
れ
ざ
る
こ
ε
屡
々
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
例
へ
ば
英
　
　
こ
入
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
や
ル
イ
九
世
に
優
ら
す
ご
も

　
國
で
日
本
の
方
法
が
行
は
れ
て
居
た
ら
》
一
六
八
五
年
に
　
　
之
ご
同
等
の
程
度
に
於
て
、
能
力
、
個
人
的
無
私
、
及
び

　
ハ
ノ
ー
バ
ー
家
が
英
國
の
王
位
に
邸
く
に
至
ら
な
か
っ
た
、
　
高
き
入
格
・
の
る
こ
ご
を
示
し
た
。
日
本
の
極
上
者
が
誇
り

　
ら
う
。
蓋
し
マ
ン
マ
ウ
ス
疾
は
容
易
に
國
王
・
こ
な
り
得
た
　
　
こ
な
す
も
画
質
理
あ
る
こ
ご
で
あ
る
○
（
戯
α
胡
）

’

　
か
ら
で
あ
る
。
（
月
賦
）
日
本
の
皇
位
が
絶
え
難
し
て
績
い
　
　
建
武
式
目
は
支
那
の
徳
治
主
義
思
想
を
見
は
し
た
も
の

　
た
重
な
理
由
は
、
藤
原
氏
其
他
の
野
心
あ
る
臣
下
が
自
分
　
　
で
あ
る
が
、
之
に
勢
し
て
南
朝
の
北
畠
親
房
の
書
い
た
紳

　
に
都
合
の
よ
い
天
皇
を
擁
立
し
て
、
事
實
上
自
分
が
政
治
　
　
皇
正
統
記
は
日
本
固
有
の
思
想
だ
る
大
望
本
は
勤
行
（
臼
－

　
を
行
は
ん
ご
し
た
る
に
依
る
の
で
あ
る
。
（
愈
幽
）
　
　
　
　
碁
6
8
琵
鐸
団
）
で
あ
る
ご
言
ふ
こ
ご
を
示
し
て
を
る
ご
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
十
三
世
紀
の
末
の
七
十
五
年
間
許
）
は
、
口
本
は
同
時
　
　
じ
て
爾
…
者
を
甥
比
し
て
居
る
。
（
轟
．
刈
（
）
一
ぴ
圃
H
）

　
代
の
欧
洲
よ
り
一
睡
麗
筆
的
な
正
直
な
有
数
な
行
政
の
恩
　
　
　
南
北
朝
時
代
を
英
國
の
王
位
織
承
薔
薇
役
　
（
を
碧
O
h

　
　
　
　
第
七
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
南
仲
人
の
書
け
る
日
本
史
の
栞
（
第
三
回
）
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ご
號
　
　
　
九
一
　
（
二
六
三
）



　
　
　
第
七
巷
　
　
研
究
の
栞
　
　
厭
米
人
の
書
け
ろ
日
本
吏
の
栞
（
第
三
飼
）

男
8
0
ω
）
に
比
較
す
る
こ
ご
グ
ソ
ソ
フ
ィ
ス
氏
ご
同
じ
く
，

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

之
を
王
位
繊
承
の
大
戦
爾
　
（
暴
6
　
9
・
纂
頓
琴
。
ω
ω
凶
9
H

≦
霧
。
。
）
ご
言
っ
て
居
る
。
（
第
十
九
章
）
更
に
致
ハ
の
載
事
が

農
民
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
比
較
し
て
言
ふ
。
英
國
の
王
位

繊
承
役
の
時
は
、
卓
立
の
農
民
勢
働
者
手
工
業
者
等
の
生

活
は
害
せ
ら
る
、
こ
ご
少
く
、
繁
華
に
進
む
だ
が
豪
族
貴

族
は
傭
兵
を
有
し
て
互
に
窟
擁
し
合
つ
だ
。
譲
れ
に
反
し

て
十
四
世
紀
の
日
本
で
は
農
民
の
運
命
の
悲
惨
な
こ
ご
は

同
時
代
の
百
年
戦
孚
の
際
に
於
け
る
佛
國
の
農
工
の
有
様

ご
相
似
て
み
た
。
（
O
G
。
三
一
α
G
。
Q
。
）

　
徳
政
は
ロ
ー
マ
の
μ
さ
く
o
o
鐘
げ
巳
o
o
に
當
る
Q
（
①
O
の
）

　
雲
隠
時
代
の
國
民
道
徳
の
標
準
は
同
時
代
の
伊
太
利
に

於
け
る
よ
り
も
低
い
ご
思
は
る
、
o
只
一
つ
日
本
の
爲
に

異
な
る
斯
は
毒
殺
が
稀
で
あ
っ
た
こ
ご
だ
。
（
Φ
も
9
同
）

　
封
建
時
代
に
日
本
で
は
自
由
都
市
（
φ
。
O
O
O
一
匹
凶
の
匂
n
）
が
無

か
っ
た
が
、
適
意
に
も
他
の
愛
楽
諸
國
に
も
存
し
て
居
な

か
っ
た
五
十
萬
の
入
口
を
有
す
る
一
の
大
都
會
を
有
し
て

　
　
　
　
　
　
　
第
二
　
號
　
　
　
　
九
二
　
　
（
ご
六
四
）

み
た
。
ザ
ビ
エ
ー
川
が
一
五
五
一
年
に
日
本
を
訪
れ
た
時

京
都
は
最
も
衰
へ
た
時
で
あ
っ
た
。
　
一
四
六
七
年
磨
仁
織

の
始
ま
る
時
に
は
、
十
八
萬
の
家
族
が
あ
っ
て
、
恐
く
は

九
十
萬
の
人
工
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
同
時
代
の
隊
洲
に

は
此
の
十
分
の
一
だ
に
有
す
る
都
市
が
な
い
。
（
O
こ
。
歌
）
な

ほ
此
書
に
は
土
地
掴
積
、
人
口
数
、
石
高
、
船
舶
数
な
ざ

数
字
を
示
せ
る
個
斯
多
く
、
鎌
倉
時
代
の
京
都
の
入
口
を

五
十
萬
こ
し
、
鎌
倉
を
二
十
萬
乃
至
二
十
五
萬
ご
見
積
っ

て
居
る
。
（
こ
Q
刈
“
一
ら
◎
“
Q
。
）

　
其
他
頼
朝
の
人
物
を
ロ
ー
マ
の
オ
ー
ガ
ス
チ
ヌ
ス
帝
に

比
し
、
其
の
國
司
を
補
ふ
て
守
護
を
概
け
る
は
、
ル
イ
十

四
世
が
H
至
孝
直
弟
ω
を
置
け
る
に
似
た
り
ご
云
ひ
、
（
↓
。
刈

O
）
鎌
倉
時
代
の
婦
入
の
地
位
の
高
か
っ
た
こ
ご
は
、
同
時

代
の
封
建
欧
洲
に
お
け
る
ご
同
襟
で
あ
る
ビ
言
っ
て
居
る

（
愈
O
）

　
祉
會
史
を
背
景
ビ
し
た
政
治
史
を
書
い
た
の
は
此
書
の

要
領
で
あ
っ
て
、
心
不
敷
、
文
學
、
藪
田
術
等
に
閣
…
し
て
述
ぷ
ゐ
所



は
甚
だ
少
い
。
宗
敏
に
毒
し
て
は
ア
ス
ト
ソ
氏
が
日
本
入
　
　
て
か
ら
永
く
滞
在
し
、
ジ
ヤ
バ
ン
メ
イ
ル
の
主
筆
を
し
て

を
（
碧
雲
的
に
）
鼓
舞
す
る
も
の
は
恐
怖
（
諭
9
⊃
で
な
く
て
　
　
み
だ
。
欧
米
人
の
う
ち
最
も
深
く
日
本
の
言
語
風
俗
に
親

戚
謝
（
碧
①
昏
二
曾
）
で
あ
る
ご
言
へ
る
説
を
批
評
し
、
少
く
　
　
し
み
叉
最
も
よ
く
日
本
を
理
解
し
て
居
た
入
の
一
人
で
あ

ご
も
日
本
の
佛
敏
史
に
依
れ
ば
、
民
の
言
ふ
如
き
戚
謝
の
　
　
る
。
氏
が
日
本
に
隠
し
て
多
数
の
著
述
を
狂
し
、
日
本
を

念
は
來
る
べ
き
恩
恵
に
謝
す
る
強
き
戚
畳
め
中
に
存
す
る
　
　
欧
米
人
に
紹
介
し
た
る
功
多
き
は
入
々
の
知
る
所
の
如
く

戚
情
な
る
場
合
多
し
ご
て
、
奈
良
鎌
倉
爾
時
代
の
宗
敷
疾
　
　
で
あ
る
が
、
叢
に
掲
ぐ
る
日
本
民
族
史
は
氏
の
日
本
史
の

病
こ
の
關
係
等
に
關
し
て
述
べ
て
居
る
。
（
命
O
o
Q
Q
一
劇
¢
O
）
　
　
中
館
も
後
に
書
か
れ
最
も
よ
く
整
ひ
、
且
此
文
題
蓮
の
中

　
以
上
私
は
可
成
う
長
い
紹
介
を
試
み
た
が
、
亡
命
多
少
　
　
に
て
最
も
優
れ
た
る
も
の
、
一
つ
で
あ
る
。
先
の
マ
ー
1
3

の
蝦
艇
あ
る
こ
す
る
も
、
明
治
四
十
三
年
に
於
て
一
外
人
　
　
ッ
ク
氏
の
著
述
ε
同
じ
く
日
本
に
て
書
か
れ
た
。
日
本
人

の
手
に
依
り
斯
様
に
山
登
的
な
、
よ
く
纒
め
ら
れ
た
、
學
　
　
の
日
常
生
活
、
制
度
、
文
化
、
各
階
級
の
魁
會
生
活
等
に
つ

術
的
償
値
あ
る
日
本
歴
史
が
書
か
れ
た
事
は
甚
だ
注
意
す
　
　
き
甚
だ
着
實
に
細
密
に
史
實
を
述
ぶ
る
に
努
め
、
比
較
研

べ
き
事
で
あ
る
ど
思
ふ
。
な
ほ
著
者
に
穿
て
は
「
史
學
」
第
　
　
究
の
試
み
は
な
い
が
通
史
ε
し
て
の
記
事
豊
富
な
る
は
欧

一
軒
第
二
船
医
中
州
一
郎
氏
の
論
文
を
墾
照
さ
れ
た
い
。
　
　
米
人
の
日
本
史
の
中
蓋
し
第
一
に
推
す
べ
き
も
の
で
あ
る

　
　
ワ
　
7
鰯
ン
ケ
リ
ー
著
「
日
本
民
族
史
」
　
　
　
　
　
　
　
　
章
を
設
く
る
こ
ご
四
十
七
、
其
中
四
十
五
章
を
古
代
史

　
　
　
　
欝
享
受
ヒ
6
昌
昌
犀
♂
ざ
塑
》
・
へ
＾
》
田
。
。
8
蔓
o
h
　
　
ご
し
最
後
の
二
章
を
明
治
史
こ
し
一
九
一
二
年
に
及
ぶ
。

　
　
　
　
笛
μ
①
｝
帥
一
）
壷
口
Φ
ω
。
娼
。
o
覧
①
・
”
矯
2
①
〆
〈
磯
。
「
一
く
い
6
困
い
・
　
先
づ
日
本
史
の
全
局
面
に
關
す
る
も
の
こ
し
て
は
、
日
本

　
著
者
プ
リ
ン
タ
リ
ー
氏
は
慶
態
三
年
初
め
て
日
本
に
來
　
　
民
族
は
大
和
、
蝦
夷
、
熊
襲
及
び
参
画
の
華
族
よ
り
成
り

　
　
　
第
七
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
欧
米
人
の
書
け
ろ
日
本
史
の
栞
（
第
三
圓
）
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
九
一
二
　
（
二
六
五
）



　
　
　
第
七
巷
　
　
研
究
の
栞
　
　
醗
米
人
の
書
け
ろ
日
本
更
の
栞
（
第
三
癩
）

大
和
族
は
南
洋
又
は
南
支
よ
り
詣
る
ざ
し
（
．
一
．
奮
O
）
歴
代

天
皇
の
御
宇
を
趣
ふ
て
記
事
を
…
進
め
、
上
古
は
二
化
天
皇

ま
で
を
天
皇
の
御
宇
年
齢
の
長
さ
等
よ
り
到
遣
し
て
、
履

仲
天
皇
の
師
位
の
年
に
て
二
期
に
分
ち
、
前
期
を
先
史
時

代
（
℃
一
．
0
げ
剛
ω
酎
O
一
，
一
6
9
σ
q
O
）
後
期
を
前
史
時
代
（
H
、
h
。
δ
三
六
。
ユ
。

発・

ﾐq

B
）
ビ
名
づ
け
た
。
（
謡
一
“
。
。
覧
O
・
。
“
）
奈
良
撃
茎
の
爾
時
代

を
説
き
た
る
後
、
後
下
握
よ
り
後
白
河
ま
で
を
王
政
復
興

の
時
代
ご
し
た
。
（
ゆ
O
O
し
武
家
時
代
に
就
て
は
鎌
倉
時
代

に
は
日
本
に
は
行
政
的
に
統
一
さ
れ
す
、
承
久
役
絡
わ
て

封
建
制
度
成
り
、
室
町
時
代
に
は
長
講
堂
領
を
除
け
ば
日

本
は
理
論
王
前
代
よ
り
も
一
諾
よ
く
統
一
せ
ら
れ
、
更
に

徳
川
時
代
に
至
り
始
め
て
全
國
が
封
建
的
に
統
コ
せ
ら
る

、
に
至
っ
た
ご
蓮
べ
、
（
由
ω
0
1
躯
も
ウ
刈
）
明
治
維
新
を
論
じ
て

革
命
は
下
級
武
士
に
依
り
て
行
は
れ
人
に
記
す
る
範
園
に

て
は
民
主
的
に
爲
さ
れ
た
ご
説
い
て
居
る
。
（
⑦
謡
）

　
間
々
吏
論
を
述
べ
て
居
る
ヴ
慧
敏
書
入
の
影
響
に
就
て

は
う
；
ト
グ
ン
民
が
佛
敷
の
世
界
性
が
國
家
に
於
け
る
天

　
　
　
　
　
　
第
二
　
號
　
　
　
　
九
凶
【
　
（
二
山
ハ
山
ハ
）

皇
の
地
位
を
強
く
し
た
ご
説
け
る
（
第
六
憲
六
三
三
頁
）
に

反
し
、
著
者
は
天
孫
に
非
ざ
る
佛
陀
が
入
の
運
命
を
定
め

る
ご
言
ふ
垂
雪
に
依
b
皇
室
に
封
ず
る
國
民
の
傳
統
的
信

仰
が
害
は
れ
、
⊥
ハ
世
紀
よ
り
皇
威
頓
に
衰
へ
有
力
な
る
氏

の
気
勢
が
天
皇
を
凌
ぐ
に
至
っ
た
ご
述
べ
て
居
る
。
　
（
憲

。。

j
支
那
の
隠
家
思
想
の
輸
入
に
付
て
は
マ
ー
ド
ソ
ク
氏
に

類
似
し
た
る
見
解
を
示
し
、
日
本
は
悠
久
の
古
へ
よ
り
家

族
制
度
に
て
政
治
を
行
ひ
、
主
患
者
は
血
統
の
カ
に
依
り

て
統
治
し
世
襲
貴
族
は
高
き
地
位
ご
行
政
上
の
資
格
ご
を

子
孫
に
傳
へ
た
る
に
、
支
那
制
度
の
輸
入
に
よ
り
貴
族
の

　
　
　
　
　
　
　
　
へ

位
が
輕
ん
ぜ
ら
れ
、
徳
の
馬
寮
に
掌
り
世
職
を
奪
は
る
、

こ
ご
、
な
れ
ば
、
天
照
大
魚
の
後
学
も
亦
箱
入
的
贋
値
に

依
b
其
位
を
保
つ
こ
ご
を
積
極
的
に
宣
言
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
之
は
支
那
の
敷
へ
た
る
に
止
ま
り
、
「
、
王
は
不
正
を

遷
し
得
す
」
ご
言
ふ
こ
ご
、
皇
位
は
連
綿
し
て
無
窮
に
及

ぶ
て
ふ
臼
本
の
政
治
原
理
に
は
葉
面
が
超
ら
な
か
っ
た
。

二
3
）
ご
遽
べ
て
居
る
が
、
承
久
役
に
瀾
し
て
は
明
恵
上



　
入
傳
に
見
ゆ
る
泰
時
ご
上
人
ε
の
塵
事
を
載
せ
、
義
時
は
　
　
で
あ
っ
て
皇
室
に
薩
呈
し
ト
モ
ベ
ご
待
遇
を
異
に
す
る
ご

　
支
那
の
政
治
道
徳
に
從
ひ
主
罐
者
は
輿
論
に
樹
し
て
責
任
　
　
言
ふ
や
う
に
説
き
（
鎗
）
、
ヤ
マ
ト
政
府
の
原
始
斜
織
は
恐

　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
を
有
す
ご
考
へ
た
が
、
併
し
彼
は
皇
位
は
紳
聖
な
り
ご
考
　
　
ら
一
封
建
制
度
で
あ
っ
た
が
仁
徳
天
皇
の
頃
よ
り
之
に
郡

　
へ
父
命
に
依
っ
て
朝
廷
の
庭
分
を
爲
し
た
も
の
、
、
悔
悟
　
　
縣
制
度
が
交
へ
行
は
る
＼
に
至
っ
た
ビ
外
し
（
筒
Q
。
一
鴇
り
）

　
の
念
に
繕
え
難
く
努
め
て
善
政
を
黒
し
た
こ
論
じ
（
も
。
ホ
）
、
　
源
李
時
代
に
武
士
の
攣
れ
る
を
上
古
の
例
に
遷
れ
る
も
の

　
更
に
親
房
の
正
統
記
は
建
武
式
目
に
甥
立
し
て
紳
國
の
思
　
　
ご
論
じ
（
団
。
。
蒔
一
ゆ
Q
。
α
）
、
守
謹
地
頭
は
元
來
行
政
的
財
政
的

　
想
を
鼓
吹
し
、
當
時
は
輿
論
に
訴
ふ
る
こ
ε
少
か
り
し
も
　
　
任
務
を
有
し
た
が
足
利
時
代
の
初
よ
り
土
地
の
領
圭
を
指

　
後
年
奪
皇
心
を
喚
起
し
π
る
こ
ざ
大
な
る
を
説
い
た
Q
（
麻
　
す
に
至
り
、
又
地
頭
職
は
鎌
倉
時
代
の
牢
頃
よ
り
責
買
さ

　
O
恥
）
併
し
叉
マ
氏
ビ
異
な
っ
て
奈
良
朝
に
て
は
忠
義
よ
り
　
　
せ
る
歌
態
こ
な
っ
た
が
、
多
く
は
十
六
世
紀
の
孚
頃
ま
で

’
　
も
孝
行
の
方
が
重
い
撹
徳
で
あ
っ
た
こ
ご
を
萬
葉
集
に
依
　
　
露
盤
の
位
置
を
維
持
し
た
リ
ビ
し
（
劇
q
◎
“
）
、
下
剋
上
に
關
し

　
つ
て
論
じ
て
居
る
。
（
口
○
。
ぴ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
は
忠
義
は
日
本
人
の
典
型
的
道
徳
な
れ
ば
こ
の
現
象
あ

　
　
叉
次
の
様
な
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
居
る
。
師
ち
、
先
つ
　
　
る
は
注
意
す
べ
き
こ
ざ
を
指
摘
し
（
函
㏄
ぴ
）
、
劒
に
依
っ
て
凡

　
帥
話
に
継
て
現
代
的
な
合
理
化
を
試
み
、
・
天
孫
降
臨
は
大
　
　
て
が
決
せ
ら
れ
し
室
町
時
代
に
名
士
が
倫
理
及
び
文
學
の

　
和
朝
廷
が
田
雲
の
叛
鑑
を
避
け
た
る
ニ
ビ
に
て
、
瀞
武
束
　
　
英
才
を
尊
敬
し
た
る
を
奇
な
り
ご
し
（
、
蒸
ゐ
）
、
又
火
器
の
傳

　
・
征
は
総
領
恢
復
な
り
ご
令
し
（
O
団
）
、
氏
族
制
度
に
關
し
て
　
　
來
あ
り
て
築
城
術
磯
達
し
た
る
こ
ご
や
天
守
閣
に
付
て
論

　
は
ト
モ
ベ
は
氏
族
の
農
奴
で
あ
る
が
、
タ
ミ
ベ
は
B
本
に
　
　
じ
（
論
の
）
、
蒙
右
襲
來
に
依
り
日
本
人
は
軍
隊
の
共
同
働
作

　
脇
化
し
π
外
人
又
は
外
國
君
主
が
天
皇
に
献
上
せ
る
入
定
　
　
の
必
要
を
學
べ
る
な
ら
ん
も
、
個
人
戦
岡
は
十
⊥
ハ
世
紀
の

　
　
　
　
第
七
巷
　
　
研
究
の
栞
　
　
厭
来
人
の
書
け
る
目
本
止
の
栞
（
第
三
圓
）
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
九
五
　
（
二
六
七
）



第
七
巻
　
研
究
の
栞
．
厭
来
人
の
霞
け
ろ
H
本
四
の
栞
（
第
三
隙
）
　
　
　
　
第
二
狼
　
九
六
（
二
六
入
）

ら

後
篇
ま
で
主
な
る
戦
法
な
り
し
こ
ご
を
述
べ
（
幽
。
。
G
。
）
。
　
又

十
六
世
紀
に
は
臼
汐
入
に
遠
征
慾
大
に
動
き
秀
吉
も
亦
外

征
の
利
を
思
ひ
支
那
の
弱
き
に
乗
じ
た
の
が
朝
鮮
征
伐
の

　
原
因
な
る
こ
ご
（
α
O
㊤
）
、
家
康
は
叢
叢
を
助
く
る
爲
め
キ

ソ
ス
ト
敏
を
排
斥
せ
る
に
あ
ら
で
寧
ろ
葬
、
ソ
ス
ト
殺
國
の

鼎
聡
怨
を
知
「
り
た
い
こ
ご
が
笠
ハ
原
因
な
る
こ
ご
へ
濯
の
）
な
ご

を
論
じ
た
。

　
幕
末
維
新
に
關
し
て
は
詳
細
に
説
明
し
て
居
る
Q
幕
府

は
ハ
ヅ
ス
條
約
の
締
結
に
盛
ん
だ
が
、
當
時
外
國
の
使
節

が
疑
ひ
し
如
く
朝
廷
の
批
准
な
き
に
托
し
て
は
解
約
締
結

を
さ
け
、
又
ば
締
結
す
る
も
實
疎
し
な
い
考
で
あ
っ
た
の

で
は
無
い
こ
ε
や
（
霧
O
）
、
十
九
世
紀
の
歓
米
人
は
日
本
人

に
樹
す
る
態
度
傲
慢
に
て
凡
て
疑
心
を
以
て
日
本
を
見
懸

る
こ
ご
が
、
自
奪
心
あ
る
國
畏
の
反
威
を
買
ひ
だ
る
こ
ビ

や
（
⑦
コ
）
、
更
に
互
市
堅
約
に
は
日
本
こ
の
薄
野
を
規
定
し

た
が
金
銀
の
比
牽
が
西
洋
ご
日
本
ざ
で
差
あ
る
潤
め
、
日

本
よ
り
金
貨
が
流
出
す
る
こ
ε
多
き
含
め
日
本
人
は
便
宜

上
比
率
を
鍵
更
し
た
る
に
、
西
洋
入
が
條
約
遠
野
な
り
ご

て
大
に
之
を
非
難
し
た
こ
ご
の
不
當
な
る
こ
ε
（
⑰
話
）
な

ざ
を
論
じ
て
居
る
が
、
併
し
又
口
鼓
官
憲
の
歴
追
に
よ
り

外
心
商
入
が
不
法
に
苦
し
め
ら
れ
た
こ
ご
を
も
説
い
た
。

へbっ

ｿ
）
維
新
の
際
京
都
に
於
け
る
擾
夷
ご
開
國
ご
の
態
度

が
二
年
の
聞
に
全
く
一
愛
し
た
こ
ε
は
理
解
し
難
い
や
う

だ
が
、
こ
れ
鹿
児
島
ご
下
閣
ε
で
日
本
の
無
力
な
の
を
知

り
。
此
屈
辱
は
長
き
鎮
國
ご
政
府
の
分
裂
に
依
る
こ
ご
を

悟
ら
し
め
認
る
に
依
る
と
説
き
（
雪
。
。
）
、
叉
慶
喜
の
將
軍
瀞

職
の
如
く
群
民
の
謹
め
に
大
な
る
犠
牲
を
沸
へ
る
例
し
は
，

・
世
界
史
上
に
稀
な
り
ご
労
し
（
O
刈
Q
o
）
、
更
に
版
籍
奉
還
は
愛

霊
的
利
他
主
義
の
不
思
議
な
螢
露
で
あ
っ
て
、
各
藩
主
が

四
号
の
例
に
倣
へ
る
は
老
臣
の
意
見
の
ま
、
に
行
へ
る
も
．

の
な
る
も
、
侍
が
主
倒
の
行
動
に
黙
從
し
た
の
は
花
々
し

い
行
爲
の
爲
め
に
自
己
を
犠
牲
に
す
る
ご
い
ふ
彼
等
の
慣

習
に
從
つ
た
も
の
こ
見
る
の
が
最
も
信
ず
べ
き
説
明
で
あ

ら
う
（
O
O
。
O
）
ε
説
い
て
居
る
。

㎡



　
以
上
は
譲
過
の
際
私
の
氣
の
付
い
た
黙
で
あ
る
が
、
日

本
外
史
、
早
稻
田
の
時
代
史
、
マ
ー
ド
ソ
ク
の
日
本
歴
史

ε
か
其
他
内
外
入
の
研
究
等
が
廣
く
塗
考
せ
ら
れ
て
居
る

叉
間
々
古
へ
の
記
鎌
に
依
う
考
謹
的
な
こ
芝
を
も
爲
し
て

居
る
。
人
物
や
風
俗
器
物
等
に
關
す
る
…
幾
多
の
挿
需
及
び

歴
史
地
回
ご
共
に
日
本
を
理
解
せ
し
む
る
に
稗
釜
す
る
所

が
多
い
で
あ
ら
う
。
菊
版
七
三
二
貝
Q
氏
の
日
本
史
に
燃

す
る
も
の
は
此
外
に
、
〇
二
〇
葺
巴
ω
o
凱
Φ
9
旨
く
○
『
（
H
ゆ
○
丁

い
物
○
・
。
8
ε
ご
言
ふ
大
部
な
も
の
、
ブ
ジ
タ
ニ
カ
（
十
一
版
）

の
日
本
の
項
、
及
び
ヒ
ス
ト
リ
ア
ン
ズ
ヒ
ス
ト
リ
第
二
十

四
窓
所
牧
の
目
本
吏
（
一
九
〇
入
）
等
の
著
述
が
あ
る
。
氏

は
先
年
物
故
し
た
Q

策
七
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
欧
来
人
の
書
け
る
日
本
史
の
栞
（
第
三
圏
）

第
二
　
號
　
　
　
　
九
七
　
　
（
二
山
ハ
九
）


